
入  札  公  告  
 

下記の物品整備について、一般競争入札を行うので公告します。  

 

平成 30 年８月 20 日   

飯塚園   

飯塚  稔  

 

記  

 

１  入札執行者       飯塚園  飯塚  稔  

 

２  入札に付する事項  

(1) 入札番号      イ第２号  

(2) 事業名       平成 30 年度産地パワーアップ事業   

物品整備  

(3) 納品場所           藤枝市助宗 1938 

(4) 発注仕様      別紙のとおり  

(5) 納品期限      平成 31 年２月 28 日（木）  

(6) 入札保証金     免除  

(7) 最低制限価格     無し  

 

３  入札に参加する者の資格  

（ 1）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者  

（ 2）碾茶の栽培、製造の指導が出来ること  

（ 3）農林水産省の機関から指名停止等の措置を受けていないこと  

 

４  入札の参加手続  

（ 1）提出書類   ①入札参加申請書  

               ②契約に係る指名停止等に関する申立書  

         ③暴力団の排除等に関する誓約書  

        ④碾茶の栽培、製造の実績経歴書  

（ 2）受付期間   平成 30 年８月 20 日（月）午前９時から平成 30 年８月 30 日（木） 

午後５時まで  

（ 3）提出先    飯塚園  飯塚  稔  



               藤枝市助宗 1938  

 入札参加を認めた者には、平成 30 年８月３１日（金）にその旨を通知する。  

 

５  説明書等の配布  

（ 1）配布期間   平成 30 年８月 20 日（月）午前９時から平成 30 年８月 29 日

（水）午後５時まで  

（ 2）配布場所   飯塚園  飯塚  稔  

               藤枝市助宗 1938  

               電話番号  054-641-9630 

（ 3）配布方法   上記場所にて無料配布（午前９時から午後５時）  

         又はホームページからダウンロード   

 

６  入札の執行  

（ 1）入札日時     平成 30 年９月 14 日（金）  午前 11 時  

（ 2）入札場所      藤枝市役所南館  ２階会議室  

            藤枝市岡出山２－１５－２５  

（ 3）入札方法      入札書を持参するものとし、郵送及び電送による入札は認

めません。  

(4) 入 札 の 無 効   本 公 告 に 示 し た 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い  

者 及 び 虚 偽 の 申 請 を し た 者 の 行 っ た 入 札 並 び に 入 札 に

関 し 示 し た 条 件 に 違 反 し た 入 札 は 無 効 と し ま す 。                                                                      

( 5 )  注 意 事 項    ① 落 札 者 の 決 定 に あ た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金

額 に 当 該 金 額 の 1 0 0分 の ８ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た

金 額 を も っ て 落 札 者 の 入 札 価 格 と し ま す 。 入 札 参 加

者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 業 者 で あ る か 免 税 業 者 で あ る

か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 0 8分 の 1 0 0

に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 し て く だ さ い 。な お 、

入 札 金 額 の 訂 正 は 無 効 と し ま す 。  

           ②代理人が入札する場合は委任状を提出してください。  

               ③入札参加申請後に入札を辞退する場合は書面で届け出  

てください。  

          ④入札時間に遅れた者は、入札に参加できません。  

          ⑤予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ち  

に再度入札を１回行います。  

７  その他      

(1) 質疑問い合わせ先  飯塚園  飯塚  稔  

            〒 426-0085 藤枝市助宗 1938 

TEL： 054-641-9630  FAX： 054-644-0815 



 (2) 質疑受付期間    平成 30 年９月３日（月）午前９時～平成 30 年９月  

11 日（火）午後５時まで  

            質問は書面にて提出のこと（ FAX 可）  

            回答は、質疑全てを取りまとめ、書面にて平成 30 年

９月 12 日（金）中に回答します。                                       


